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～裁判員対象年齢の引下げと法教育の実践について～

昨年４月の裁判員対象年齢や成年年齢の引下げを受けて、

法的なものの考え方を身に付ける法教育の必要性はますます

高まっています。

本セミナーでは、現役の教員を講師に招いて、実際に法律

実務家と連携して実施した小・中・高における法教育授業を

紹介するなど、法教育をより手軽かつ効果的に取り入れて

いただくための具体的な実践方法をご紹介します！
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法務省大臣官房司法法制部 司法法制課 司法制度第二係
TEL 03-3580-4111（内線2362）
Email houkyouiku_gyoumu@i.moj.go.jp

開場参加及びオンデマンド配信の
視聴のいずれについても、事前の
お申込みが必要となります。
詳細については、法務省ＨＰを
御参照下さい。

お申込みについて

法務省では、小・中・高等学校の各学習指導
要領に則して御使用いただける各種の法教育
教材を作成し、学習指導案や授業用のワーク
シート等と併せて公開しています。

法務省作成の教材について

小学校 中学校 高等学校 模擬裁判用
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https://www.moj.go.jp/housei/shi
houseido/seminar_00005.html




